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総務省行政管理局
国の行政組織等の減量・効率化の推進について（平成20年度減量・効率化方針） （概要）

「国の行政機関の定員の純減について」 （平成18年６月30日閣議決定）等に基づき、毎年度、機構・定員審査過程等を通じて具体化を図った減量・効率化に関する取組方針を取りまとめ
20年度においても、地方支分部局の業務及びＩＴ化に係る業務を始めとする業務全般の見直しを徹底

減 量 ・ 効 率 化 の 観 点 と 20 年 度 に お け る 主 な 取 組 内 容

定員純減計画に定める５年間（平成18～22年度）で▲５．７％（▲１８，９３６人）以上の定員の純減を確保。
個別の重点事項についても、定められたそれぞれの目標数以上の純減を実施

１．定員純減計画（「国の行政機関の定員の純減について」）

【国の行政機関全体：▲4,122人純減 （18～20年度：▲7,753人（▲2.3％※）純減）】

３．ＩＴ化による業務のスリム化等

「IT新改革戦略」及び「電子政府推進計画」に基づき、IT化による業務のスリム化等を実施

【ＩＴ化による業務の効率化・合理化 ： ▲2,490人合理化】

・社会保険庁関係 ▲2,285人純減 (厚生労働省)

・農林統計等関係 ▲566人純減 （農林水産省）

・食糧管理等関係 ▲511人純減 （農林水産省）

（※）17年度末定員（332,034人）に対する純減率

【内部管理業務全体 ： ▲1,078人合理化】

○ 内部管理業務の効率化・合理化
人事・給与等の内部管理業務について、情報シ

ステムの統一化等の見直しを実施

○ 手続等のオンライン利用促進
オンライン利用率を22年度までに50％以上とす

るとの目標達成に向け、オンライン利用の促進を
図り、組織・業務の減量・効率化を実施

・国税関係手続

・ハローワーク関係及び労働保険(労災)関係
▲433人純減 (厚生労働省)

・登記・供託関係 ▲344人純減 （法務省）

北海道開発関係 ▲332人純減 （国土交通

２．地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直し等

・食糧管理等関係 ▲511人純減 （農林水産省）

「行政改革の重要方針」等に定める方針に基づく減量・効率化の取組を着実に実施

【最適化関係全体 ： ▲1,407人合理化】

○ 業務・システムの最適化
可能な限り早期に業務・システムの最適化を実施

することにより、業務を効率化・合理化

・国税関係業務（財務省） 社会保険業務（厚生

国税関係手続
▲102人合理化 (財務省)

・登記申請事件等処理事務
▲87人合理化 (法務省)

・労働保険関係手続

・北海道開発関係 ▲332人純減 （国土交通
省）

行政改革 要 針」等 定 針 く減 効率化 取組 着実 実

また、地方分権改革推進委員会における抜本改革に向けた検討結果を踏まえ、所要の措置

◎定員

【地方支分部局全体：▲8,078人合理化】
（20年度末206,829人）

４．包括的・抜本的な民間委託等

○ 官民競争入札等

◎事務所・出張所等の統廃合

・法務局・地方法務局の支局・出張所
20年度以降 80庁程度統廃合 (法務省)

・国税関係業務（財務省）、社会保険業務（厚生

労働省）、農林水産省共同利用電子計算機シ
ステム（農林水産省） 等

○ PFI関係

労働保険関係手続
▲５人合理化 (厚生労働省)

・地方社会保険事務局（20年度末12,712人）

▲2,597人合理化 （厚生労働省）

（政府管掌健康保険業務の全国健康保険協会へ
の移管、定型業務の外部委託化等）

地方農政局 北海道農政事務所（ 年度末

（20年度末206,829人） ○ 官民競争入札等

・社会保険事務所の国民年金保険料収納事業
▲254人合理化 （厚生労働省）

・登記事項証明書の交付等の証明事務
▲122人合理化 (法務省)

・統計調査等業務について民間競争入札を実施
（総務省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省）

20年度以降、80庁程度統廃合 (法務省)

・税関の出張所
７か所廃止 （財務省）

・労働基準監督署・公共職業安定所
23労働局管内44署所整理合理化 (厚生

○ PFI関係

・島根あさひ社会復帰促進センターの施設の整備・
運営 （法務省）

・航空保安大学校の校舎等の維持管理 （国土交通
省）

○ 公共事業関連業務
・地方農政局、北海道農政事務所（20年度末

15,347人） ▲1,197人合理化 （農林水産省）

（農林統計等関係・食糧管理等関係の業務見直
し等、公共事業関連業務等の効率化）

・国税局（20年度末54,717人）

▲1,013人合理化 （財務省）

（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）

○ 行政効率化推進計画関係

・自動車運転手 ▲112人合理化 （全府省）

・技能・労務職員 ▲185人合理化 （防衛省）

５．独立行政法人(非公務員)等への業務移管 ６．その他の
事務 事業及び組織の合理化等

23労働局管内44署所整理合理化 (厚生
労働省)

・北海道開発局の事務所・事業所等
５か所削減 （国土交通省）

・気象庁の測候所

・地方整備局 ▲502人合理化 （国土交通省）

・地方農政局 ▲65人合理化 （農林水産省）

,0 3人合理化 （財務省）
（国税関係手続のオンライン利用促進、内部管理
業務の効率化・合理化等）

（注）各項目に掲げている合理化数等については、別の項目と重複している場合がある。

・政府管掌健康保険業務の全国健康保険協会への
移管 ▲2,000人合理化 (厚生労働省）

・北海道開発局防災・技術センター等の関係業務の
（独）土木研究所への移管 ▲138人合理化 （国土
交通省）

事務・事業及び組織の合理化等

・研修・研究施設の組織・運営 ▲103人合理化
（全府省）

・船員労働委員会の廃止 ▲26人合理化 （国土
交通省）

気象庁 測候所
10か所廃止 (国土交通省)


